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被害者支援を考える
～被害者が真に望む支援とは～

西井 啓二（にしい けいじ）氏

ＮＰＯ法人子どもの虐待ネットワーク鳥取　常務理事
鳥取市要保護児童対策地域協議会　代表者会議　会長
鳥取大学地域学部　非常勤講師（相談援助・保育相談支援）
社会福祉法人鳥取こども学園　理事

略歴
昭和45年　追手門学院大学文学部心理学科卒業
昭和52年　 鳥取県入職　中央児童相談所・知的障がい児施設等他（心理判定員・児童指導員・

児童福祉司） 
平成17年　鳥取県立皆成学園（知的障がい児施設）園長 
平成20年　鳥取県福祉相談センター（中央児童相談所･婦人相談所）所長
平成24年　 社会福祉法人鳥取こども学園 鳥取こども学園希望館（児童心理治療施設）館長,法人

理事
平成30年　同法人　企画広報室室長
令和 元年　同法人　企画広報室室長　退職

コーディネーター

第１分科会

被害者支援は、支援を受ける側と行う側の協力関係で成立し、一方的な支援は場合によっ
ては被害者を追い詰める場合もある。虐待被害経験者からの意見を基に「被害者が真に
望む支援」について考える。

概　要

Olga R. Trujillo（オルガ・R・トゥルヒーヨ）氏

米国弁護士、コンサルタント

略歴
1983年  University of Maryland - 1983 Bachelors in 

Political Science（メリーランド大学　卒業）
1988年  George Washington University Law School - 1988 

Juris Doctor degree（ジョージ・ワシントン大学法科大学院卒業　法学
博士）

1990年～ 2001年 United States Department of Justice（米国法務省）
2007年～ 2010年及び
2016年～ 2018年 Casa de Esperanza（カサ・デ・エスペランサ）
2001年～現在  Olga Trujillo Consulting, Inc.（オルガ・トゥルヒーヨ　コンサルティング）
2018年～現在  Latinos United for Peace & Equity（ラティノス・ユナイテッド・フォー・

ピース＆エクイティ）

著書等
The Sum of My Parts - New Harbinger Publications 2011、「The Sum of My Parts」（2011
年）、A Handbook for Attorneys: Representing Domestic Violence Survivors Who Are 
Also Experiencing Trauma & Mental Health Challenges（2012年）、Preparing Survivors 
for Legal Proceedings （2013年）、「わたしの中のわたしたち」（日本語版）（2017年）、
Enhancing Legal Advocacy through a Trauma Informed Approach（2019年）、Enhancing 
Trauma Informed Courts（2019年）、Creating Trauma Informed Victim Services （2019年）

パネリスト
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村上 彩子（むらかみ あやこ）氏

ソプラノ歌手

略歴
大阪音楽大学音楽学部声楽科卒業
2007年　東京藝術大学音楽学部声楽科卒業
2019年　関西二期会準会員

受賞歴
全国ソリストコンクール優秀賞、文部科学大臣賞、大阪国際音楽コンクール奨励賞、アジア国際
音楽コンクール奨励賞、万里の長城杯国際音楽コンクール入賞　他

活動歴
日本大使館コンサート（ルクセンブルグ）、日韓国際文化交流リサイタル（韓国）、ソフィアフィ
ルハーモニー管弦楽団との共演（ブルガリア）、台湾国民党総裁隣席の会にてサロンコンサート
開催、諸外国でのリサイタル（フランス、中国、ウクライナ）
平成28年、第53回中国地区児童養護施設研究協議会 記念講演会にてリサイタル
平成29、30年、子どもの虐待防止ネットワーク鳥取主催 総会記念講演会にてリサイタル
コンサート収益にて児童養護施設、被災地支援を続けている
カンボジアに50本の井戸を建設
平成18年より学校、企業、病院、官公庁等に主催頂き、720回のコンサートを開催、約11万人
が来場した

ＣＤ
作曲家中田喜直選集「21世紀に遺したい歌」ＣＤ付楽譜（カワイ出版）「BLUEMOON祈り」「小
さな赤いPIANO」

パネリスト

※村上氏の分科会資料は、p13 ～「いのちを考える音楽会」の資料を参照。

山本 潤（やまもと じゅん）氏

日本フォレンジック看護学会理事
一般社団法人Spring代表理事
SANE（性暴力被害者支援看護師）

略歴
2010年3月 杏林大学大学院　保健学研究科博士前期課程　看護学専
攻修了
2002年～ 2007年 京都医療センター（看護師・保健師）
2007年～ 2011年 杏林大学病院（看護師・保健師）
2012年～ 2014年 新座市役所　国保年金課（保健師）
2014年～ 2017年 東京都福祉保健局　女性相談センター（看護師）
2017年 一般社団法人Spring代表理事

著書等
著書『13歳「私」をなくした私　性暴力と生きることのリアル』（朝日新聞出版,2017）

パネリスト

西井 啓二氏　資料

２
性
暴
力
 
害
、
子
ど
も
と
大
人

基
本
的
に
被
害
者
・
児
童
の
立
場
は
同
じ
と
考
え
て
い
ま
す
。
新
聞
記
事
が
目
に
と
ま
り
ま
し
た
。

セ
ク
ハ
ラ
や
性
暴
力
被
害
の
問
題
に
と
り
く
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
角
田
由
紀
子
さ
ん
（
弁
護
士
）
へ

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

性
暴
力
に
抗
議
す
る
「
フ
ラ
ワ
ー
デ
モ
」
が
広
が
り
、
た
く
さ
ん
の
若
者
が
参
加
し
て
い
る
の
を
見

た
角
田
さ
ん
は
「
性
暴
力
被
害
者
の
こ
と
は
知
っ
て
い
る
つ
も
り
で
し
た
。
で
も
、
私
が
知
っ
て
い
る

の
は
、
司
法
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
出
来
た
人
た
ち
。
そ
の
手
前
で
、
被
害
に
つ
い
て
話
す
こ
と
さ
え

難
し
か
っ
た
人
が
こ
ん
な
に
も
た
く
さ
ん
い
て
・
・
」
と
答
え
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
「
日
本
の
刑
法
で

は
被
害
者
の
意
思
に
反
し
た
こ
と
が
明
ら
か
な
性
行
為
で
も
そ
れ
だ
け
で
罪
に
問
え
な
い
の
で
す
。
」

と
続
け
て
い
ま
す
。
暴
行
な
ど
は
『
相
手
の
抵
抗
を
著
し
く
困
難
に
す
る
程
度
』
の
強
さ
が
必
要
だ
と
、

と
解
釈
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。
」
と
の
こ
と
。
法
律
論
だ
け
で
な
く
文
化
も
影
響
し
て
い
る
と
思
い
ま

す
が
、
「
『
ノ
ー
と
い
う
判
断

女
性
は
で
き
な
い
』
そ
れ
が
日
本
の
司
法
」
と
見
出
し
が
つ
け
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
（
参
考

令
和
元
年
９
月
６
日
付

朝
日
新
聞

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
性
暴
力
が
無
罪
に
な

る
国
」
）

圧
倒
的
に
強
い
立
場
の
親
（
特
に
父
親
）
が
こ
と
さ
ら
暴
力
を
使
わ
ず
、
お
だ
や
か
な
威
圧
で
も
子

ど
も
（
特
に
女
児
）
に
性
的
虐
待
を
加
害
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
こ
と
は
想
像
が
つ
き
ま
す
。

近
年
に
な
っ
て
や
っ
と
成
人
（
女
性
）
の
性
暴
力
被
害
に
つ
い
て
の
発
言
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
成

人
で
さ
え
こ
の
状
況
で
あ
り
な
が
ら
、
被
害
が
そ
の
子
ど
も
に
及
ぼ
す
重
大
な
影
響
を
議
論
さ
れ
て
も

そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
な
か
な
か
着
目
さ
れ
な
い
の
が
実
情
で
す
。
ま
さ
に
子
ど
も
達
は
性
被
害
に
つ

い
て
「
ノ
ー
と
言
え
な
い
」
状
況
に
陥
っ
て
い
ま
す
。
背
景
と
な
っ
て
い
る
大
人
社
会
の
性
暴
力
の
理

解
や
文
化
そ
の
も
の
を
変
え
て
ゆ
く
こ
と
、
同
時
に
子
ど
も
達
が
安
心
し
て
性
虐
待
被
害
を
相
談
し
、

共
に
歩
ん
で
く
れ
る
支
援
者
を
必
要
と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
大
人
の
役
割
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

３
心
理
的
虐
待
・
教
育
虐
待
・
体
罰

近
年
の
心
理
的
虐
待
通
告
の
増
加
要
因
は
、
子
ど
も
の
家
庭
で
の
配
偶
者
間
の
暴
力
（
面
前
Ｄ
Ｖ
）

に
つ
い
て
警
察
か
ら
の
通
告
が
増
加
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
厚
生
労
働
省

令
和
元
年
度
全
国
児
童

相
談
所
長
会
議
資
料
）
。

一
方
で
日
本
子
ど
も
虐
待
防
止
学
会
は
「
子
ど
も
の
受
忍
限
度
を
超
え
て
勉
強
さ
せ
る
の
は
『
教
育

虐
待
』
に
な
る
。
」
と
い
う
見
解
を
提
示
し
て
い
ま
す
。
高
学
歴
･
高
偏
差
値
尊
重
の
社
会
で
「
あ
な
た

の
た
め
だ
か
ら
・
・
」
と
い
う
大
義
名
分
で
保
護
者
･
親
が
常
識
的
な
程
度
を
越
え
て
子
ど
も
に
課
題

（
勉
強
）
を
強
い
る
と
い
う
も
の
で
す
。
２
０
１
６
年
８
月
に
は
、
中
学
受
験
を
控
え
た
１
２
歳
の
息

子
が
命
じ
た
課
題
を
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
で
父
親
が
息
子
を
包
丁
で
刺
し
殺
す
と
い
う
事
件

が
起
き
て
い
ま
す
（
名
古
屋
地
裁
傷
害
致
死
罪
懲
役
１
３
年
）
。
こ
の
よ
う
に
教
育
虐
待
の
多
く
は
、

身
体
的
虐
待
を
伴
い
ま
す
。
求
め
ら
れ
た
課
題
を
サ
ボ
る
と
体
罰
が
加
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

教
育
の
名
で
自
分
の
子
ど
も
を
殺
す
こ
と
は
理
解
し
が
た
い
こ
と
で
す
が
、
殺
人
ま
で
至
ら
な
け
れ
ば

美
談
に
も
な
り
う
る
の
か
も
知
れ
な
い
こ
と
な
の
で
す
。

教
育
虐
待
の
加
害
者
（
親
）
の
失
敗
に
は
２
種
類
想
像
が
出
来
ま
す
。
ひ
と
つ
は
、
親
の
目
標
を
子

ど
も
が
達
成
で
き
な
か
っ
た
と
き
で
す
（
例
え
ば
中
学
受
験
の
失
敗
）
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
子
ど
も
自

体
を
ダ
メ
に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
る
と
思
い
ま
す
（
虐
待
の
結
果
、
成
長
発
達
に
障
害
が
生
じ
る
）
。

２
０
２
０
（
令
和
２
年
）
４
月
に
施
行
さ
れ
る
改
正
児
童
福
祉
法
で
は
「
親
は
、
児
童
の
し
つ
け
に

際
し
て
体
罰
を
加
え
て
は
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
、
議
論
が
不
十
分
で
民
法
上
の

 
害
者
支
援
を
考
え
る

 
被
害
者
が
真
に
望
む
支
援
と
は
 

 
１
分
科
会

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

西
井
啓
二

１
隠
れ
て
い
る
子
ど
も
へ
の
性
的
虐
待

１
９
９
０
（
平
成
２
）
年
に
厚
生
省
（
当
時
）
が
子
ど
も
虐
待
の
統
計
を
取
り
始
め
ま
し
た
。
そ
れ

ま
で
埋
も
れ
て
い
た
子
ど
も
虐
待
に
対
し
て
本
格
的
に
取
り
組
も
う
と
し
た
こ
と
、
そ
の
後
社
会
的
関

心
が
高
ま
り
、
「
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
子
ど
も
虐
待
防
止
法
）
」
が
制
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
が
日
本
の
社
会
が
虐
待
を
発
見
し
、
現
在
に
至
る
経
過
で
す
。
そ
の
後
、
児
童
相
談
所
虐
待

対
応
件
数
が
毎
年
、
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
２
０
１
８
（
平
成
３
０
）
年
度
は
、
１
５
９

 ８
５
０
件

（
速
報
値
）
と
な
り
、
統
計
の
ス
タ
ー
ト
時
に
比
べ
る
と
爆
発
的
に
増
加
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ま
で

不
登
校
や
非
行
と
区
分
さ
れ
て
い
た
事
案
に
も
、
虐
待
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
事
例
が
生
じ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
虐
待
相
談
と
分
類
さ
れ
る
こ
と
や
、
虐
待
そ
の
も
の
の
増
加
も
要
素
と
な
っ
て
い
ま
す
（
参

考
：
川
崎
二
三
彦

2
0
0

8
年
現
代
の
エ
ス
プ
リ
「
加
害
者
臨
床
」
）
。

こ
こ
で
は
、
性
的
虐
待
に
着
目
し
ま
す
。

虐
待
相
談
の
内
容
別
件
数
で
、
性
的
虐
待
は
増
加
し
て
い
る
と
は
い
え
、
全
体
の
１
～
３
％
程
度
で

留
ま
っ
て
い
ま
す
。
相
談
件
数
な
の
で
実
際
に
被
害
を
受
け
て
い
る
子
ど
も
の
人
数
と
は
違
っ
て
い
ま

す
。
子
ど
も
と
女
性
の
相
談
の
現
場
で
は
、
ま
だ
ま
だ
子
ど
も
の
性
的
虐
待
が
埋
も
れ
て
い
る
と
想
像

し
て
い
ま
す
。
１
０
倍
あ
る
い
は
５
０
倍
の
性
的
虐
待
が
あ
っ
て
も
不
思
議
は
あ
り
ま
せ
ん
。

先
に
「
社
会
は
子
ど
も
虐
待
を
発
見
し
た
」
と
引
用
し
ま
し
た
が
、
ま
だ
社
会
は
子
ど
も
の
性
的
虐

待
の
発
見
に
至
っ
て
い
な
い
と
の
仮
説
が
成
り
立
ち
ま
す
。
ま
た
、
性
的
虐
待
は
性
行
為
の
み
で
は
な

く
、
わ
い
せ
つ
行
為
や
児
童
ポ
ル
ノ
の
被
写
体
に
す
る
等
々
を
含
み
ま
す
。
性
的
虐
待
の
相
談
件
数
は

ま
っ
た
く
氷
山
の
一
角
と
も
な
っ
て
い
な
い
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
で
し
ょ
う

厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
引
用

令
和
元
年
度
全
国
児
童
福
祉
主
管
課
長
・
児
童
相
談
所
長
会
議
資
料

1
2
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Ｔ
Ｓ
Ｄ
」
と
区
別
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
。
こ
う
い
う
場
合
に
は
様
々
な
症
状
が
現
れ
ま
す
。
自
覚

で
き
る
症
状
や
そ
う
で
な
い
も
の
も
あ
る
よ
う
で
す
。
な
に
よ
り
、
専
門
医
の
サ
ポ
ー
ト
が
必
要
で
す

（
参
考

中
島
幸
子
「
マ
イ
･
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
」
）
。
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
い
ろ
い
ろ
な
症
状
が
現
れ
る

よ
う
で
す
。
た
く
さ
ん
の
解
説
書
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
気
に
な
っ
た
情
報
を
確
か
め
て
正
し
く
理
解
し

て
く
だ
さ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

６
虐
待
の
連
鎖

虐
待
の
加
害
者
（
親
）
の
話
を
聞
い
て
み
る
と
親
自
身
が
虐
待
の
被
害
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

よ
く
あ
り
ま
す
。
子
ど
も
の
頃
に
虐
待
に
さ
ら
さ
れ
、
や
が
て
親
と
な
っ
て
自
分
の
子
ど
も
を
虐
待
す

る
こ
と
を
「
虐
待
の
連
鎖
」
と
い
い
ま
す
。
「
自
分
も
親
に
厳
し
く
育
て
ら
れ
た
か
ら
子
ど
も
を
厳
し

く
育
て
る
」
と
い
う
よ
う
な
話
し
合
い
で
解
決
で
き
そ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
加
害
者
（
親
）
の

育
て
ら
れ
方
に
よ
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
心
の
問
題
や
痛
み
、
そ
の
他
の
要
素
が
複
雑
に
組
み
合
わ
さ
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

近
年
の
研
究
で
は
、
子
ど
も
の
虐
待
は
、
脳
の
成
長
に
大
き
く
影
響
す
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

詳
細
を
省
き
ま
す
が
虐
待
と
い
う
過
酷
な
環
境
で
成
長
す
る
こ
と
が
サ
バ
イ
バ
ル
で
す
。
戦
争
･
飢

餓
･
疫
病
、
虐
待
が
ス
ト
レ
ス
と
な
り
、
こ
の
と
き
ホ
ル
モ
ン
の
量
が
ほ
ん
の
わ
ず
か
に
変
化
し
、
子

ど
も
の
脳
の
配
線
を
永
久
に
変
え
て
し
ま
う
。
そ
し
て
他
人
の
不
幸
を
喜
ぶ
よ
う
な
冷
酷
な
世
界
で
も

生
き
抜
け
る
よ
う
に
適
応
し
う
る
の
だ
と
の
研
究
も
あ
り
ま
す
。
（
別
冊
日
経
サ
イ
エ
ン
ス

脳
か
ら

見
た
心
の
世
界

p
ar

t
２
Ｍ

.Ｈ
.タ
イ
チ
ャ
ー
「
児
童
虐
待
が
脳
に
残
す
傷
」
）
。
他
に
も
様
々
な
研
究
が

あ
り
、
虐
待
環
境
は
子
ど
も
の
成
長
や
発
達
に
影
響
を
与
え
る
の
は
間
違
い
有
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
何

よ
り
も
子
ど
も
は
虐
待
の
被
害
者
と
な
る
こ
と
で
虐
待
を
学
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
親
と
な
っ
た
時
に

一
人
一
人
が
違
っ
た
シ
ス
テ
ム
で
虐
待
の
連
鎖
が
生
じ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
し
、
虐
待
環
境
で
成
長
し
た
か
ら
必
ず
虐
待
す
る
加
害
者
（
親
）
に
な
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
虐
待
を
受
け
な
が
ら
素
敵
な
親
に
な
っ
て
い
る
方
を
た
く
さ
ん
知
っ
て
い
ま
す
。
虐
待
環
境
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
後
の
体
験
で
偏
り
か
ら
回
復
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。
生
き
延
び
て
き
た
こ
と
、
親
に

な
っ
た
こ
と
を
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
受
け
止
め
る
勇
気
と
支
援
者
が
必
要
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

７
二
次
 
害
（
加
害
）

虐
待
対
応
や
支
援
の
専
門
家
で
あ
っ
て
も
、
性
的
虐
待
へ
の
対
応
は
、
極
め
て
慎
重
を
期
す
必
要
が

あ
り
ま
す
。
①
子
ど
も
が
被
害
を
自
覚
し
て
い
な
い
場
合
。
あ
る
い
は
、
②
あ
る
程
度
成
長
し
、
重
大

な
こ
と
で
あ
る
と
気
付
い
て
も
、
相
談
す
る
相
手
が
見
つ
か
ら
な
い
場
合
。
③
子
ど
も
自
身
が
家
庭
と

家
族
の
崩
壊
を
予
想
し
て
相
談
す
る
こ
と
を
た
め
ら
う
場
合
。
④
加
害
者
か
ら
秘
密
に
す
る
よ
う
強
制

さ
れ
て
い
る
場
合
。
⑤
相
談
す
る
こ
と
で
更
に
ひ
ど
い
加
害
を
子
ど
も
が
予
想
す
る
場
合
。
⑥
加
害
者

に
完
璧
に
支
配
さ
れ
て
い
る
場
合
。
等
々
、
様
々
な
要
素
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
性
的
虐
待
被
害
の
子
ど

も
が
支
援
者
の
元
に
た
ど
り
着
く
こ
と
は
、
多
数
の
障
害
が
あ
り
、
更
に
と
て
も
距
離
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
れ
だ
け
に
子
ど
も
自
身
の
悩
み
や
心
の
傷
付
き
は
、
大
き
く
深
い
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
虐
待
環
境
の
子
ど
も
が
自
分
で
助
け
を
発
信
す
る
こ
と
は
、
と
て
も
難
し
い
こ
と
で
す
。

特
に
性
的
虐
待
の
子
ど
も
に
は
、
周
辺
の
大
人
が
気
付
い
て
あ
げ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
成
人
の
性
暴

力
と
同
様
に
被
害
状
況
を
質
問
さ
れ
た
り
、
打
ち
明
け
る
こ
と
は
、
被
害
を
再
体
験
す
る
こ
と
で
も
あ

り
、
傷
つ
い
た
子
ど
も
を
更
に
傷
つ
け
る
と
い
う
二
次
被
害
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
今
回
の
フ

ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
 
２
分
科
会
で
二
次
被
害
を
避
け
る
た
め
の
「
司
法
面
接
」
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い

懲
戒
権
（
親
権
）
と
の
関
連
が
整
理
さ
れ
ず
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
ま
す
。

「
体
罰
に
教
育
的
効
果
は
あ
る
の
か
」
と
い
う
議
論
は
、
終
わ
っ
て
い
る
は
ず
な
の
で
す
が
、
実
際

に
は
心
理
的
虐
待
・
教
育
虐
待
に
連
続
す
る
体
罰
が
「
あ
る
」
こ
と
は
間
違
い
有
り
ま
せ
ん
。
体
罰
を

肯
定
す
る
一
部
の
方
は
、
「
あ
の
時
、
体
罰
が
あ
っ
た
か
ら
自
分
は
立
ち
直
っ
た
。
」
、
「
今
の
自
分
の
成

功
は
、
厳
し
い
親
が
い
た
か
ら
こ
そ
」
と
い
う
美
談
で
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
体
罰
を
肯
定
す

る
方
々
の
多
く
は
、
自
身
の
成
功
や
勝
利
を
「
体
罰
」
と
関
連
づ
け
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
勝
利
者
が

体
罰
肯
定
を
宣
言
し
て
い
る
の
で
す
。
勝
利
者
が
い
る
場
合
に
は
敗
者
も
存
在
し
ま
す
か
ら
、
「
体
罰

の
せ
い
で
人
生
を
誤
っ
た
。
」
、
「
あ
の
時
の
体
罰
が
な
け
れ
ば
違
う
人
生
が
あ
っ
た
。
」
と
主
張
す
る
敗

者
は
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
し
ょ
う
が
目
立
た
な
い
の
で
す
。
体
罰
は
科
学
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
誤
っ
た

信
仰
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
体
罰
に
は
教
育
効
果
が
あ
る
と
立
証
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
成
功
例
だ
け

を
あ
げ
て
効
果
が
あ
る
と
結
論
づ
け
る
の
は
無
理
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
体
罰
は
、
そ
の
質
と
量
・
程

度
や
方
法
を
標
準
化
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
体
罰
を
こ
れ
く
ら
い
の
程
度
で
与
え
た
ら
効
果
が
あ

る
と
い
う
説
明
は
無
理
で
す
。
な
に
よ
り
も
体
罰
を
す
る
側
は
圧
倒
的
に
有
利
な
立
場
で
子
ど
も
に
反

撃
の
機
会
も
与
え
ま
せ
ん
。

芸
術
や
ス
ポ
ー
ツ
の
分
野
で
も
、
熱
意
・
熱
血
・
根
性
・
血
と
涙
と
汗
。
そ
し
て
青
春
を
か
け
て
戦

う
姿
が
や
は
り
、
美
談
と
な
っ
て
い
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
美
談
と
し
て
「
体
罰
を
否
定
し
た
コ
ー
チ
」

も
い
ま
す
。
芸
術
･
ス
ポ
ー
ツ
の
分
野
で
も
教
育
虐
待
が
適
用
さ
れ
る
の
か
議
論
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ

で
す
が
、
体
罰
が
あ
れ
ば
虐
待
で
す
が
、
体
罰
が
な
く
て
も
、
過
度
の
課
題
や
目
標
を
掲
げ
た
指
導
に

名
を
借
り
た
教
育
虐
待
だ
と
思
い
ま
す
。
な
に
よ
り
も
、
麻
薬
と
同
じ
く
「
体
罰
（
暴
力
）
に
は
効
果

が
あ
る
」
と
思
い
込
む
と
よ
り
強
い
刺
激
で
な
け
れ
ば
満
足
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
す
。

４
ト
ラ
ウ
マ
（
T
r
a
u
m
a
）
、
心
理
的
外
傷
体
験
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
（
f
l
a
s
h
b
a
c
k
）

極
度
の
ス
ト
レ
ス
（
心
の
痛
み
）
を
経
験
す
る
と
そ
れ
が
ト
ラ
ウ
マ
（
心
理
的
外
傷
体
験
）
に
な
っ

て
、
心
（
脳
）
に
刻
み
込
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
震
災
を
経
験
し
た
方
が
ち
ょ
っ
と
し
た
物
音
に

驚
い
た
り
、
時
に
は
過
呼
吸
に
陥
っ
た
り
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
立
っ
て
い
ら
れ

な
い
ほ
ど
住
居
が
揺
れ
る
地
震
に
遭
遇
す
る
と
大
き
な
ス
ト
レ
ス
が
生
じ
ま
す
。
こ
れ
は
自
分
の
命
を

守
る
た
め
の
正
常
な
反
応
で
す
が
、
出
来
事
が
終
わ
っ
て
か
ら
も
、
心
の
刻
印
だ
け
が
残
り
ま
す
。
そ

の
後
、
関
連
す
る
情
報
に
出
会
っ
た
と
き
（
例
え
ば
震
災
の
報
道
に
接
す
る
等
）
に
地
震
に
遭
遇
し
た

と
き
と
同
じ
極
度
の
ス
ト
レ
ス
に
襲
わ
れ
る
と
い
う
の
が
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
（
ト
ラ
ウ
マ
の
再
現
）

で
す
。
時
に
は
関
連
す
る
出
来
事
が
な
い
の
に
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
が
生
じ
る
と
い
う
場
合
も
あ
り
ま

す
。
つ
ま
り
、
外
的
な
刺
激
が
な
い
の
に
心
理
的
な
反
応
だ
け
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
フ
ラ
ッ

シ
ュ
バ
ッ
ク
が
な
け
れ
ば
、
ト
ラ
ウ
マ
と
言
わ
な
い
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
く
、
極
度
の
ス
ト
レ

ス
（
人
に
よ
っ
て
感
じ
方
が
違
い
ま
す
。
）
は
、
何
ら
か
の
ト
ラ
ウ
マ
と
な
っ
て
心
に
刻
ま
れ
て
い
ま

す
か
ら
随
分
と
時
間
が
経
っ
て
ご
本
人
も
忘
れ
て
い
る
よ
う
な
（
記
憶
に
な
い
）
出
来
事
に
フ
ラ
ッ
シ

ュ
バ
ッ
ク
が
起
き
る
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
る
よ
う
で
す
。
勿
論
、
こ
れ
は
人
の
脳
の
優
れ
た
機
能
で
有

り
同
時
に
防
衛
の
機
能
な
の
で
す
。

５
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
（
P
o
s
t
T
r
a
u
m
a
t
i
c
S
t
r
e
s
s
D
i
s
o
r
d
e
r
心
的
外
傷
体
験
後
ス
ト
レ
ス
障
害
）

ど
の
よ
う
な
暴
力
・
虐
待
、
性
的
虐
待
、
性
暴
力
も
、
一
度
の
体
験
で
ト
ラ
ウ
マ
と
な
り
、
フ
ラ
ッ

シ
ュ
バ
ッ
ク
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
ト
ラ
ウ
マ
と
な
り
う
る
体
験
が
一
度
で

は
な
く
長
い
期
間
に
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
心
的
外
傷
の
症
状
を
「
複
雑
性
Ｐ

3
4

ま
す
。
二
次
被
害
は
支
援
者
が
無
自
覚
で
す
。
充
分
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
た
う
え
で
の
聞
き
取
り

と
慎
重
さ
が
必
要
で
す
。

８
解

離

解
離
と
は
「
通
常
は
統
合
さ
れ
て
い
る
意
識
、
記
憶
、
同
一
性
、
周
囲
の
知
覚
な
ど
の
機
能
」
が
失

わ
れ
る
失
わ
れ
る
状
態
で
あ
る
。
私
が
私
で
な
い
よ
う
な
、
こ
こ
に
い
る
の
に
周
囲
と
切
り
離
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
感
覚
だ
。
そ
れ
は
特
に
虐
待
な
ど
の
ト
ラ
ウ
マ
的
な
出
来
事
、
解
決
し
が
た
い
人
間
関
係

の
問
題
な
ど
の
心
因
性
の
要
因
」
か
ら
生
ま
れ
る
と
い
う
（
落
合
滋
之
監
修
「
精
神
神
経
疾
患
ビ
ジ
ュ

ア
ル
ブ
ッ
ク
」
）
。
（
引
用
：
山
本
潤

「
１
３
歳
、
「
私
」
を
な
く
し
た
私
」
）

９
解
離
性
同
一
性
障
害
・
Ｄ
Ｉ
Ｄ
(

D
is

so
ci

at
iv

e
Id

en
ti

ty
D

is
o
rd

er
)

現
在
Ｄ
Ｉ
Ｄ
と
認
識
さ
れ
て
い
る
症
状
は
、
か
つ
て
は
多
重
人
格
障
害
(
Ｍ
Ｐ
Ｄ
)
と
考
え
ら
れ
て
い

た
も
の
で
あ
り
、
い
ま
で
も
よ
く
そ
の
名
称
が
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
Ｍ
Ｐ
Ｄ
は
Ｄ
Ｉ

Ｄ
の
極
端
な
症
状
の
一
つ
で
あ
る
。
『
精
神
障
害
の
診
断
と
統
計
の
手
引
き
』
 
四
版
（
通
称

Ｄ
Ｍ

Ｓ
－
Ⅳ
）
理
に
よ
れ
ば
、
正
式
な
Ｄ
Ｉ
Ｄ
の
診
断
に
は
以
下
の
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

・
三
つ
以
上
に
分
離
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
人
格
の
存
在
(
状
況
や
自
己
に
つ
い
て
感
知
し
、
関
連
づ
け
、
思
考

す
る
や
や
継
続
的
な
様
式
を
そ
れ
ぞ
れ
有
し
て
い
る
)
。

・
こ
れ
ら
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
人
格
の
状
態
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
二
つ
が
何
度
も
行
動
を
規
定
す
る
。

・
通
常
の
忘
却
と
は
説
明
で
き
な
い
ほ
ど
の
、
重
要
な
個
人
的
な
情
報
の
記
憶
の
喪
失
。

・
混
乱
が
、
あ
る
物
質
に
よ
る
直
接
的
な
生
理
的
影
響
(
た
と
え
ば
飲
酒
に
よ
る
記
憶
の
喪
失
や
無
秩
序
な
行
動
)
や
一

般
的
な
医
学
的
な
状
態
（
例
え
ば
複
雑
部
分
発
作
）
で
は
な
い
。
〈
注
意
〉
子
ど
も
の
場
合
は
、
症
状
を
想
像
上
の

仲
間
や
空
想
的
な
遊
戯
に
帰
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
引
用
：
「
私
の
中
の
わ
た
し
た
ち
」

オ
ル
ガ
･
ト
ゥ
ル
ヒ
ー
ヨ

著
）

 
１
分
科
会
で
の
発
表
や
意
見
交
換
で
の
「
言
葉
の
説
明
」
を
掲
載
し
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
説
明
は
、

発
表
者
が
更
に
詳
し
く
、
あ
る
い
は
間
違
っ
た
説
明
を
訂
正
し
て
く
だ
さ
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
各
項
目
の
説
明
内
容
に
は
、
鳥
取
県
庁
家
庭
支
援
課

児
童
養
護
･
Ｄ
Ｖ
担
当
係
長

森
直
樹

さ
ん
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

特
定
非
営
利
活
動
法
人

子
ど
も
の
虐
待
防
止
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
鳥
取
と
は

子
ど
も
の
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
啓
発
や
子
育
て
支
援
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
虐
待
か
ら
の
子
ど
も
の

救
出
と
そ
の
後
の
援
助
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
鳥
取
県
内
の
各
市
町
村
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
、

各
児
童
相
談
所
と
協
力
し
て
、
様
々
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
平
成
１
２
年
３
月
に
発
足
し
ま
し
た
。

英
文
名
を

C
h

il
d

A
b
u

se
P

re
v
en

ti
o

n
T

o
tt

o
ri

A
ss

o
ci

at
io

n
と
し
て
い
ま
す
。
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｔ
Ａ
（
キ
ャ
プ
タ
）

で
検
索
し
て
く
だ
さ
い
。

公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
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3月性犯罪無罪判決
要望書に関する資料：性犯罪無罪判決について

日付 裁判所名 起訴概要 判決 判決の問題点 要望書の主張

3/12
福岡地裁

久留米支部
西崎健児裁
判長

準強制性交等罪
飲酒し意識がも
うろうとなって
いる女性への性
的暴行

無罪→
検察側控訴

▼泥酔し眠りこみ抵抗で
きない状態の女性に対し
性交したにも関わらず、
加害者の「性交に合意し
ていると思った」との誤
解が認められ無罪

▼不同意性交罪の創設“
同意のない性交”を処罰
規定とする必要がある諸
外国では法制化

3/19
静岡地裁
浜松支部

山田直之裁
判長

無罪

→検察側控訴せず
無罪確定

▼不同意性交罪の創設
▼裁判官研修

3/26
名古屋地裁
岡崎支部

鵜飼祐充裁
判長

準強制性交等罪

抵抗できない状
態の長女（19）
への強制性交

無罪

→検察側控訴
▼判決は不同意を認定、
抗拒不能なかった。

▼不同意性交罪の創設
▼裁判官研修
▼地位関係性を利用した
処罰規定

3/28
静岡地裁

伊東顕裁判
長

強姦
※改正刑法前
12歳の長女への
性的暴行

無罪

→検察側控訴

▼被害の供述を複数回行
わされる。供述内容が変
遷しているため信用でき
ないものと断じている

▼司法面接を必ず行う
▼司法面接でのビデオ証
拠裁判証拠になるように

人生で一番のショック！

訴えないことで被害者の心の
平安を保護する
（法制審議会 第4回会議）

⇒そもそも
心の平安はない。
回復は数年～数十年の
時間がかかる

▼親子間でも真摯な同意に基づく
性行為がないとは言えない

（検討会第６回会議）

▼被害者が積極的に監護者
（親など）にせまった場合

（法制審議会第3回会議）

⇒ありえない。

「自分の心身を差し出す」

ことならある

性暴力と刑法を考える当事者の会
代表 山本潤

2015年8⽉性暴⼒と刑法を考える
当事者の会⽴ち上げ

201６年秋〜
ビリーブキャンペーン始動

2017年7⽉7⽇⼀般社団法⼈
Spring設⽴

2017年6⽉16⽇
刑法性犯罪改正︕

2回要望書を提出
ヒアリングで意⾒を述べる

署名提出
ロビイング
参考⼈

2016年 9⽉
法務⼤⾂への答申

2015年11⽉
法務省 法制審議会
―刑事法（性犯罪関係）部会

2017年1⽉
国会審議

法務省官僚

鳥取県

⿃取県
（⼈⼝５7.06万⼈）

全国

強制性交等罪 17件 （ʼ17︓14） 1307件（ʼ17︓1109）

強制わいせつ 5件（ʼ17︓4） 5340件（ʼ17︓5809）
異性から無理やり

性交された経験

6.0% 6.5%

相談しなかった 46.9 % 67.5 %

警察︓平成30年１〜12⽉犯罪統計

性犯罪認知件数（2018.H30年）

平成26年⿃取県の性暴⼒被害https://www.pref.tottori.lg.jp/257306.htm

で変えよう！刑法性犯罪

⼀般社団法⼈Spring
代表理事 ⼭本 潤

2014年 9⽉
松島みどり法務⼤⾂就任会⾒

2014年11⽉
法務省「性犯罪の罰則に
関する検討会」

2015年7月院内集会
法務省職員による「刑法検討会まとめの報告」

強盗より強姦の
ほうが罪が軽いこ
とに憤り

あ性暴力被害のことを
全く知らない人たちが
被害者に大きな影響を
与える法律を作ってい
る！

性暴力被害がどういう経験なのかが
知られていない

2017年7⽉７⽇設⽴
⽇本初︕法⼈化された被害者団体
・２０名強のボランティアスタッフ
・刑法性犯罪改正に向けた活動

1 2

3 4

5

7

6

8

積み残された課題とは・・・？

＊詳しくは「見直そう！刑法性犯罪 〜性被害当事者の視点から〜」を参照

・暴⾏脅迫があったことを被害者側が裁判で⽴証
⇦ ⽴証できなければ、不同意でも罪に問えない暴行脅迫要件

•内閣府調査では交際相⼿・元交際相⼿からの加害23.8%
• 「パートナー関係にあればいつでもセックスOK」という認識
⇦ DV被害

パ-トナーからの性犯罪

•「上司と部下」「先⽣と⽣徒」「先輩と後輩」等は考慮なし
• 「監護者」は「親（⾥親）」や「施設職員」程度
⇦ 対等でない関係における被害は潜在化しやすい

地位・関係性

•性交の意味やリスクを理解し、相⼿に意思を伝えることが
できる年齢「13歳」 しかし、中学⽣に性交は教えない

⇦ 13歳以上の被害者には、成⼈と同じ暴⾏脅迫要件が適⽤
性交同意年齢

•強制性交等罪１０年
•強制わいせつ罪７年
⇦ 過ぎたら加害者を罪に問えない

時効

•廃⽌
⇦不起訴事例が続いている集団強姦罪

2018年パルシス
テム助成⾦により
印刷されました。

・未成年の被害者が刑事的処罰のために訴えることが難しい
・成⼈になったときは、時効、もしくは時効が迫っている。
【ドイツ】⼦どもの時の性被害をコールセンターに問い合わせた⼈の平均年齢46歳
→30歳まで延⻑公訴時効を延⻑、その後20年間訴えられる
▶提案 時効の廃⽌

2017年刑法性犯罪
改正で変わったこと

強姦罪

強制性交
等罪

名称
3年以上の
有期懲役

5年以上の
有期懲役

重刑
化

親告罪

⾮親告罪

起訴

男性器の⼥
性器への挿
⼊のみ

⼝腔・肛⾨
への挿⼊も

定義
拡大

なし

監護者であるこ
と乗じた性犯
罪創設

地位
関係
性

強制性交等罪（旧強姦罪）
旧刑法 第１７７条（強姦罪）
暴⾏⼜は脅迫を⽤いて 13歳以上の⼥⼦を姦淫（かんいん）
した者は、強姦の罪とし、３年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の⼥⼦を姦淫した者も、同様とする。

新刑法177条（強制性交等）
13歳以上の者に対し、暴⾏⼜は脅迫を⽤いて性交、肛⾨性交⼜
は⼝腔性交（以下「性交等」という。）をした者は、強制性交等の
罪とし、５年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性
交等をした者も、同様とする。

最も解決したい課題

▼性加害をした人が有罪にならない
▼弱い立場の人が性暴力を受ける
（子ども、障害者、若年層、外国籍
、ジェンダー差、職業・・・）

▼性暴力を許す社会の風潮

⽑布をかぶせられた→暴⾏にならないの︖
「殺すぞ」と⾔われた→脅迫にならないの︖
▶提案
・同意のない性交、意思に反した性交を処罰する規定を作る
・不同意規定がある国
イギリス、アメリカカリフォルニア州、ドイツ、カナダ、ブータン、インド

⽇本 ミシガン州 ニューヨー
ク州

イギリス フランス ドイツ 韓国

法定刑 ５年以上
の
有期懲役
（20年）

無期拘禁
または有期
拘禁（第
１級性犯
罪）

５年以上
２５年以
下の
拘禁刑（
第１級性
犯罪）

終⾝刑 １０年以
上１５年
以下の
拘禁刑

２年以上
１５年以
下の
⾃由刑

３年以上
３０年以
下の懲役

公訴
時効

１０年 時効なし（
第１級性
犯罪）

時効なし（
第１級性
犯罪）１
８歳まで停
⽌

時効なし 満２０年
３０歳
まで停⽌

２０年
３０歳まで
停⽌

１０年
成⼈まで停
⽌
１３歳未
満、障碍者
時効なし

性交同意
年齢

１３歳
未満

１６歳
未満

１７歳
未満

１６歳
未満

１５歳
未満

１４歳
未満

１３歳
未満

諸外国との比較

9 10

11 12

13

15

14

16
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相談が受けつ
けられない

捜査が始まら
ない

起訴不十分
不起訴相当

無罪

【相談】

強制性交等：

3.7%
含強制わいせつ

：18.5%

【起訴率】H28
強姦：36.1%
強制わいせつ：40.1%

警察
検察

裁判所

相談 送検 起訴

司法運用の問題

性暴力は身近な出来事
平成29年度
▶内閣府男女共同参画局
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/chousa/pdf/h29danjokan-7.pdf

１) 無理⽮理に性交等（⼝腔・肛⾨性交含む）をされた経験
⼥性の （ ） ⼈に 1⼈
男性の （ ） ⼈に 1⼈

２）⼩学校⼊学前や⼩学⽣の時の性交等（⼝腔・肛⾨性交含む）
⼥性の （ ） %
男性の （ ） %

３)加害者が、知っている⼈
（ ）％

４)誰にもそのことを相談していない
（ ）％

１３

１４．９

６７

８８．８

１７．３

５６．１

加害者側の要因 被害者側の要因

社会・政策レベル

性暴力に対する法的な制裁措置が弱い
社会の常識として暴力を容認する傾向がある（暴力容認の性役割・社会規範）

男性優位が当たり前の社会になっている

コミュニティ・組織レベル

性暴力に対するコミュニティ・組織の道徳的な制裁措置が弱い（コミュニティ・組織性暴力に寛容）
コミュニティ・組織の経済力が低い（貧困地域）

関係性レベル

2人以上のパートナーをもつ、それを奨励する家族
仲間からのプレッシャーに弱い

二人以上のパートナーをもつ

個人レベル

＜個人のバックグラウンド＞
低い社会的地位・経済力、暴力団への加入

＜子ども時代の暴力被害＞
性暴力・身体的暴力の被害経験、DV目撃経験

＜メンタルヘルス上の問題＞
反社会的人格障害、飲酒問題、ドラッグ

＜個人のバックグラウンド＞
若年、低学歴、独り身、子ども時代の性産業従事

＜子ども時代の暴力被害＞
性暴力の被害経験、DV目撃経験
＜メンタルヘルス上の問題＞

抑うつ、飲酒問題、ドラッグ、過去の暴力被害経験

WHO世界保健機関・ロンドン大学ジェンダー暴力研究センター2010『DV・性暴力防止のためのテイク・アクション』

性暴力を発生させる要因

構造的な暴力
個人にしわ寄せが行く
特に弱い立場の人

▼福岡地⽅裁判所久留⽶⽀部 準強姦罪無罪判決
2019年3月12日、福岡地方裁判所久留米支部は、女性が飲食店で深酔いして抵
抗できない状況にある中、性的暴行をし、準強姦罪に問われた福岡市内の会社
役員男性に対し、「女性はテキーラなどを数回一気飲みさせられ、嘔吐しても
眠り込んでおり、抵抗できない状態だった」と認定したが、女性が目を開けた
り、何度か声を出したりしたことから、「女性が許容している、と被告が誤認
してしまうような状況にあった」「女性が拒否できない状態であったことは認
められるが、被告がそのことを認識していたと認められない」として、無罪と
判断。

▼静岡地⽅裁判所浜松⽀部 強制性交等致傷罪無罪判決
2019年3月19日、静岡地方裁判所浜松支部は、女性に対する強制性交等
致傷罪に問われたメキシコ人男性に対し、被告人の暴行が被害者の反
応を著しく困難にする程度であったことは認めましたが、被害者が「
頭が真っ白になった」などと供述したことから、女性が抵抗できなか
ったのは精神的な理由によると認定し、「被告からみて明らかにそれ
とわかる形での抵抗はなかった」として、無罪と判断

加害者が性交に同意したと誤解したら、無罪になる
相⼿の反応に鈍感な⼈ほど有利

▼名古屋地⽅裁判所岡崎⽀部 準強制性交等罪無罪判決
2019年3月26日、名古屋地方裁判所岡崎支部は、中学2年から長女（19）への性
的虐待を行っていた父親の2017年8月と9月の性交に対して、長女が「性交に同
意していなかったこと」を認めましたが、性交を拒んだ際に受けた暴力は恐怖
心を招くようなものでなく、従わざるを得ないような強い支配、従属関係にあ
ったとまでは言い難いとし、「被害者が抗拒不能の状態だったと認定すること
はできない」として無罪

▼静岡地⽅裁判所 強姦罪無罪判決
2019年3月28日、12歳長女に対する約2年間にわたる、週3回の頻度で性行為を
強要されていたと検察側が主張し強姦などで起訴された男性について、静岡地
方裁判所は「唯一の直接証拠である被害者の証言は信用できない」と無罪とし
ました。理由として、⻑⼥が児童相談所職員に毎週⾦曜⽇に性交されていると証⾔して
いたが、証⼈尋問では⾦曜⽇じゃなくなったなどと証⾔し、被害の頻度や曜⽇について供述
が変遷しているので、検察官の主張は採⽤できないと結論。

断固として反対 できているのか？

被害時、12歳の被害者が⼀貫した証⾔ができなかった

抵抗できたのにしなかったと認定

起訴率は下がり続けている

54.5 52.2
48. 45.2 47.9 50.3

43.5
37.2 35.3 36.1

57.5
54.7 56.9 57.4

52.9
49.4 48.8

45.8 43.4
40.1

73.9 75.4 74.6
69.5

64.7 67.5
61.5 59.7

56.2
60.5

88.5 87.9

76.1

59.3

78.8
73.3

68.8

78.4

67.7

55.6

0.

22.5

45.

67.5

90.

112.5

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

性犯罪起訴率

強姦 強制わいせつ 集団強姦 集団強姦致死

強制わいせつ
強姦

集団強姦

集団強姦致死

・ＰＴＳＤの発症率（Kessler et al., 1995）
→レイプ被害を経験した男性の65%

⼥性の45.9%
・精神疾患、物質乱⽤率（全⽶⼥性調査，1992）
→レイプ被害者（⼥性）のうつ病発症率30％
（犯罪被害者ではない場合10％の発症率）
→性暴⼒被害者がアルコール関連問題を抱える割合は

⾮被害者の13.4倍、薬物関連問題は26．0倍
・性的被害経験のある学⽣は⾮被害者の学⽣と⽐べ

⾃殺企図の割合が6.4倍（Tomasula et al, 2012）

性被害後の精神的後遺症

性暴⼒と報道対話の会
⽬⽩⼤学⼈間学部⼼理カウンセリング学科 専任講師
（公社）被害者⽀援都⺠センター 臨床⼼理⼠ 齋藤 梓

加害者側の要因 被害者側の要因

社会・政策レベル

性暴力に対する法的な制裁措置が弱い
社会の常識として暴力を容認する傾向がある（暴力容認の性役割・社会規範）

男性優位が当たり前の社会になっている

コミュニティ・組織レベル

性暴力に対するコミュニティ・組織の道徳的な制裁措置が弱い（コミュニティ・組織が性暴力に寛容）
コミュニティ・組織の経済力が低い（貧困地域）

関係性レベル

2人以上のパートナーをもつ、それを奨励する家族
仲間からのプレッシャーに弱い

二人以上のパートナーをもつ

個人レベル

＜個人のバックグラウンド＞
低い社会的地位・経済力、暴力団への加入

＜子ども時代の暴力被害＞
性暴力・身体的暴力の被害経験、DV目撃経験

＜メンタルヘルス上の問題＞
反社会的人格障害、飲酒問題、ドラッグ

＜個人のバックグラウンド＞
若年、低学歴、独り身、子ども時代の性産業従事

＜子ども時代の暴力被害＞
性暴力の被害経験、DV目撃経験
＜メンタルヘルス上の問題＞

抑うつ、飲酒問題、ドラッグ、過去の暴力被害経験

WHO世界保健機関2010『暴力防止：世界における実践成果と証明』、ロリ・ヘイズ2011『DV防止に何が効くのか？』

性暴力をなくすには
（世界的に効果が証明されている実践）

性暴力に対する法的措置を強化する・公正にする（性暴力禁止法）
社会の意識改革をし暴力を容認しないのが当たり前にする(キャンペーン、メディア、ワークショップ、トレーニング)

男性も女性も対等に働き活躍できる社会にする

コミュニティ・組織の意識改革をし、暴力を容認しないのが当たり前にする
（キャンペーン、メディア、ワークショップ、組織・学校内トレーニング）

女性の経済的エンパワメント
（小規模ビジネス・マイクロファイナンス支援）
被害者に対するケアとサポートを強化する
虐待・体罰・飲酒問題を予防する

虐待・体罰を予防する
（虐待禁止法、親・教師のトレーニング）

飲酒問題をなくす（飲酒を制限する法律、断酒会）

男性を巻き込むと成
功しやすい

刑法性犯罪改正
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政治に声を届け働きかけることで
刑法改正を目指します！

議員

省庁市民

⾒直しが必要という
世論を盛り上げる

解決する方法

▼ロビイング
・市⺠の声を届ける
・議員・省庁への
働きかけ

＃OneVoiceキャン
ペーン全国アクション
・⾒直しが必要という世
論を盛り上げる

202１年or
２０２２年6月

2018年
法務省調査研
究WGの開催

刑法を検討する会議に
当事者・性暴⼒の実態
を理解している専⾨家を
半数以上⼊れる

2020年 法務省
刑法性犯罪見直しを
はじめる

仮）・刑法改正見直しを求める
署名が10万人集まる
・国に請願が提出される

@国会議員会館

＃One Voiceキャンペーンの目標

計画案（１）
刑法性犯罪を審議中の国会議員会館を
全国の#One Voiceメッセージで埋め尽くす！

計画案（２）
公式twitterなど
SNSで拡散キャンペーン！

その他、
街頭ジャック︕︖などなど…

Springが、皆さんの声を社会に伝えます！！
一緒に声を届けてくれるスタッフ募集中！

法務省
• 3年後に見直しを検討するかは
わからない

•調査や裁判例を判断していく

前回検討委員会
12⼈（裁判所1⼈、法務省1⼈、警察庁1⼈、刑法学者6⼈、加害
者側弁護⼠１⼈、被害者側弁護⼠1⼈、臨床⼼理⼠1⼈）

↓ 
今後
検討会委員を決める

↓
見直ししない

↓
見直し
検討項目を決める

当事者・性暴⼒被害を
理解している専⾨家を
半数以上⼊れる

附則がついた！

政府は、この法律の施行後三年を目途として（中略）必要
があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講
ずるものとする。

2020年？
法律を議論するには2年かかる。もうスタートしないと間
に合わない！

キャンペーン戦略

1⼈1⼈の声を集めて刑法改正する

メディアに取り上げられ・・

One Voice が政治を動かす！

市民活動が

政治の場に届いた！

One Voiceが多ければ多いほど、政治・社会を動かす力
大きくなる！

１、ロビイングで市民の声を政治に届ける

与党・野党議員 ６０⼈との⾯談
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26 2726 27

第１分科会 第１分科会

３、調査研究
「性暴⼒の被害経験に関する調査」
同意のある性交と同意のない性交との違いを明らかに
→31⼈にインタビュー、被害件数41件
多くは顔⾒知りらの被害
⾞や暗い場所に追い込まれる、上下関係につけこまれる

「エントラップ（罠）型」が19件
被害を認識するのに時間がかかり

⾃分を責める⼈も多い。
9件は警察に相談、有罪は2件

協力研究者と質的調査

https://spring-research.webnode.jp/

2019年５月13日 山下法務大臣と最
高裁判所長官に要望書提出

Springの歴史
▼前⾝団体「性暴⼒と刑法を考える当事者の会」
2015年8⽉〜2017年6⽉
・法制審議会に２回要望書を提出、ヒアリング出席
・他３団体とビリーブキャンペーン、前回刑法改正を後押し

▼⼀般社団法⼈Spring
2017年7⽉〜
2017年7⽉ 法務省⼤⾂政務官 要望書提出
2017年12⽉ 与党 １２議連 設⽴後押し
2018年2⽉ 12団体からなる刑法改正市⺠プロジェクト 取りまとめ
2018年7⽉ 英国視察
2018年11⽉ 院内集会「現場からの報告」刑法改正市⺠プロジェクト140⼈
2019年3⽉ ＃me tooで変えよう︕刑法性犯罪 全国キャンペーンスタート
2019年5⽉ 法務⼤⾂に要望書提出
2019年6⽉ 3団体で法務省刑事局⻑に4万５千⼈の署名を提出

性暴力と

刑法を考える
当事者の会

・2018年 ⽇本政府主催WAW︕
（世界⼥性会議）にブース出展
・2019年３/23,24WAW︕
にブース出展

２、世界に声を届けるイベント開催
ノーベル平和
賞最年少受賞
マララさん
来⽇
スピーチ

２、世界に声を届けるイベント開催

延べ参加人数３３０人

HP,blog,FB,twitter,メールマガジン

４、広報で伝える

2019年6月24日 法務省刑事局長に4万
5千人の署名を提出

http://chng.it/wvDsXqQRxX

・リアルを知る
・市⺠の声を集める
・政治に声を届ける

・社会の変化に対応する
・受け⼊れがたい⾏為を
規制し、重⼤性に⾒合う
刑を定める
・児童と弱者が保護される
・処罰されるべき犯罪であ
ると加害者に強いメッセー
ジを送る

刑法性犯罪改正刑法を検討する会議に
当事者・性暴⼒の実態を
理解している専⾨家を
半数以上⼊れる

法務省が
選ぶ

全国キャンペーン
OneVoiceアクション
・⾒直しが必要という
世論を盛り上げる

【フラワーデモとのコラボ】
毎月11日開催
8月全国18か所開催
OneVoiceを集める
11/10(日)共催イベント
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大きな力になる！ひとりの声が

あなたのお友達にも広めてください！

ロビイングはお⾦がかかる︕
のに、収益にならない。。。
2018年度
ロビイングの収⼊5万円 ⽀出595900円 （⼈件費なし）
2019年度〜
全国キャンペーン展開︕
国会議員は地⽅から選出される。
性暴⼒はどこでも起こる。地⽅から
刑法改正の機運を盛り上げよう︕

Spring ご支援のお願い

でさらに赤字化…？

Spring会員②

名称 区分 会費 申し込み・決済方法 特典

Early Spring メルマガ会員 0円/月 グーグルフォーム メルマガ配信(月2回)

個人向け

Spring 寄付会員 500円/月
クレジットカード(ピーネクラブ)
ゆうちょ振込一括(6,000円/年) 銀行
振込（準備中）

メルマガ配信 (月2回) 活動
報告書(年1回) イベント参加
費割引 10%

Breeze 寄付会員 1,000円/月
クレジットカード(ピーネクラブ)
ゆうちょ振込一括(12,000円/年) 銀
行振込（準備中）

メルマガ配信 (月2回) 活動
報告書(年1回) イベント参加
費割引 10%

Water 寄付会員 3,000円/月
クレジットカード(ピーネクラブ)ゆ
うちょ振込一括(36,000円/年) 銀行
振込（準備中）

メルマガ配信 (月2回) 活動
報告書(年1回) イベント参加
費割引 10%

Sun 寄付会員 5,000円/月
クレジットカード(ピーネクラブ)ゆ
うちょ振込一括(60,000円/年) 銀行
振込（準備中）

メルマガ配信 (月2回) 活動
報告書(年1回) イベント参加
費 無料 名前をWeb掲載(
希望時)

団体向け

Earth 団体会員 10,000円/年 ゆうちょ振込一括
銀行振込（準備中）

活動報告書(年1回) 団体名
Web掲載(希望時)

単発ご寄付

Supporter 単発寄付 ご自由に
クレジットカード(準備中) ゆうち
ょ振込 銀行振込（準備中） イベン
ト時募金箱へ

準備中

＊スタッフとして活動をす方は「Spring」正会員となります

＊ご入会は、Springパンフレット及びWebから申し込む事ができます。

あなたの#One Voiceを書いてください！

刑法改正に向けた“前向き”なメッセージをお願いします。
このあと、写真撮影を行います！

Spring 全国キャンペーン
＃me too で変えよう！刑法性犯罪

各地⽅でイベントを開催

関⼼がある⼈に
⼿をあげてもらう

＃OneVoice全国アクション︕

3⽉16⽇（⼟）神奈川県 ＜神奈川STaRT＞
30⼈中８⼈が＃OneVoiceメンバーに

6⽉9⽇（⽇）⼤阪府
＜⼤坂被害者アドボカシーセンター＞
26⼈中７⼈が＃OneVoiceメンバーに

7⽉13⽇（⼟）沖縄 ＜おきなわCap＞
49⼈中６⼈が＃OneVoiceメンバーに

８⽉24⽇（⼟） 福岡県久留⽶
＜NO!SHくるめ・あいたた俱楽部＞
10⽉14⽇（⽉・祝） 名古屋
12⽉7⽇（⼟）岡⼭県

▼2019年10⽉までに各都
道府県から40枚の
OneVoice写真を集める
▼ 2019年11⽉国会議員
会館に47都道府県の
OneVoiceシートを届ける
▼１１⽉全国⼀⻫アクション
▼2020年秋までに
全国から4万７千枚の
OneVoice写真を集める
▼刑法改正を求める署名を
法務⼤⾂に渡す

OneVoiceシート
にメッセージを記⼊し、写真を撮って
onevoice@spring-voice.org
に送ってください。
上記QRコードからも申し込めます
＊ OneVoice写真は、web、国会議員会
館などの公の場で公開されます
＊⼿元や、OneVoiceシートで顔が移らない
ようにとっても⼤丈夫です。

Spring会員①

被害当事者の声を集めた冊子を
500部作成することができ、
一人でも多くの人に当事者の声を
届けることができます。

1,000円会員を
１年間継続すると

3,000円会員を
１年間継続すると

5人のSpringスタッフが
3回ロビイングへ行くことで、
国会議員や関係省庁へ
被害者の声を要望書等にして
届けることができます。

活動を地方へ広げる全国キャン
ペーンイベントが一回開催でき
、市民や地方議員へ当事者の声
を直接届けることができます。

5,000円会員を
１年間継続すると

あなたのご支援で、たとえばこんな事ができます。

突き刺さりたいゴール

▼してはいけないことを明確に定め、違反した
場合には、適切に対応する

▼心身に大きなダメージを受けた被害者は、支
援を受けないと訴えられない

▼被害者を支援し、司法の手続きが進むこと、
被害者が回復することが重要

▼加害者を訴追する
▼加害者が性暴力行動を手放すための治療教育
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